
 

 

 

契       約       書 （案） 

（物品売買） 

 

品 名 ノートパソコンの購入 

規 格 仕様書のとおり 

数 量 10台 

契約金額    円（税込） 

納入期日 令和7年3月末日まで 

納入場所 日本赤十字社北海道支部 

そ の 他  第2条は免除とする 

 

日本赤十字社北海道支部を甲とし、          を乙として、上記物品の売買について、

以下各条項を契約する。 

〔総則〕 

第1条 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期日内に契約書記載の納入

場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。契約金額は、物品

を甲の指定する場所に納入するまでに要する一切の費用を含むものとする。 

〔契約保証金〕 

第2条 乙は、甲の請求があった場合には、この契約を誠実に履行することを保証するため、本契約

締結の際、契約金額の100分の10に相当する金額を契約保証金として現金又は銀行振出しの小切手

により甲に納めなければならない。 

〔納入検査〕 

第3条 乙は、物品を納入しようとする時は、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量、事項を、

文書をもって希望する検査日時の5日前に甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。  

ただし、乙が差支えあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な  

代理人を差出さなければならない。 

2 納入物品は、すべて甲の指示（規格）のとおりであって甲の検査に合格したものでなければ   

ならない。 

〔納品書の提出〕 

第4条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければ   

ならない。 

〔所有権の移転及び危険負担〕 

第5条 納入物品の所有権は、乙が第3条第2項の検査に合格した物品を甲の指定する場所に納入し、

その授受が行われたときをもって乙から甲に移転する。 

2 所有権が移転する前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害はすべて乙の負担とする。 



〔納期の有償延期〕 

第 6条 乙の責めにより納期内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納期内に

その延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと確認するものに 

限り、遅延違約金を徴収して納期を延期することができる。 

2 遅延違約金は、納期の翌日から起算して遅延日数に応じて、契約金額に対し年2.9%の割合で   

計算した額とする。 

〔納期の無償延期〕 

第7条 天災地変その他乙の責に帰しがたい事由によって納期内に合格品の納入ができないときは、

乙はその事由を詳記して、納期内にその延期を請求することができる。この場合、甲はその請求を

正当と認めたときは、特に前条に規定する遅延違約金を免除して納期を延期することができる。 

〔契約内容の公表〕 

第8条 甲は、本契約の締結後に次に掲げる契約の内容を公表できるものとする。 

（1）契約に係る物品等の名称及び数量 

（2）契約担当部課の名称及び所在地 

（3）契約を締結した日 

（4）契約の相手方の氏名及び住所 

（5）契約に係る契約金額 

（6）随意契約によることとした理由 

（7）その他必要な事項 

〔秘密保持〕 

第9条 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の書面による  

承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の目的以外の目的のために使用 

してはならない。 

2 本条の秘密保持義務は、理由の如何によらず本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 

〔契約内容の変更〕 

第10条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を  

一時中止することができる。 

〔天災その他不可抗力による契約内容の変更〕 

第11条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変に

より契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と

協議のうえ、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。 

〔契約の解除〕 

第12条 甲は、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

2 乙が各号の一に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。   

この場合において、解除により乙に損害が生じても甲は賠償の責めを負わない。 

（1）乙がこの契約の解除を申し出たとき。 

（2）乙が完全に契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 

（3）乙が第6条及び第7条の規定によらず納入期日内に合格品の納入を完了しないとき。 

（4）乙が支払停止又は乙に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の

申立があったとき、若しくは居所不明となったとき。 



（5）乙が次のいずれかに該当するとき。 

 ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（乙が個人である場合はその者、乙が法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、   

その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団による不当な行為の防止

等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第2条第6号に規定する   

暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

 イ 暴力団（暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が   

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的  

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしたと  

認められるとき。 

 カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる  

とき。 

（6）前各号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。 

3 前項により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が 

免除されているときは契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に対し支払う  

ものとする。 

〔損害賠償〕 

第13条 乙の契約不履行によって甲が損害を受けたときは、甲は乙に対し、その損害を賠償させる 

ことができる。 

ただし、損害賠償額が契約保証金又は違約金の額に満たないときは、契約保証金又は     

違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときは、その差額を甲は乙から徴収 

することができる。 

2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で製作等に着手後、前条第1項による解除のため損害を生じた

ときは、乙は甲の意思表示があった日より30日以内に甲にその損害の賠償を請求することができ

る。ただし、乙の同意を得て解約した場合はこの限りではない。 

〔契約金額の支払〕 

第14条 甲は、第5条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日  

以内にその対価を乙に支払わなければならない。なお、税法の改正により消費税等の税率が変動 

した場合には、当該税法が改正された施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率に 

より計算した額とする。 

〔遅滞料〕 

第15条 甲が前条の期限内に対価を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して遅滞日数に  

応じて、契約金額に対し年2.9%の割合で計算した額の遅滞料を支払うものとする。 

〔債権譲渡の禁止〕 

第16条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約の履行を他に承継せしめ、又は、この契約によって  

生ずる権利を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。 



〔相殺〕 

第17条 甲は乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及び 

その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。 

〔瑕疵担保〕 

第18条 甲は、この契約により納入された物品（以下「契約物品」という。）について、所有権     

移転の日から起算して1年以内に瑕疵のあることを発見したときは、乙に対し通知し、次に定める

いずれかの措置をとることができ、乙はこれに応じなければならない。なお、本条においては、  

契約物品の品質・性能が、仕様書等に照らして劣る場合を含めて「瑕疵」という。 

（1）瑕疵ある契約物品を乙の責任と費用負担で、甲の定める期間内に修補すべきことを乙に対し  

請求すること。 

（2）甲の定める期間内に乙の責任と費用負担で仕様書等に適合した代替契約物品の納入をすべき 

ことを乙に対し請求すること。 

（3）瑕疵ある契約物品を乙の責任と費用負担で、甲が修補し、又は第三者をして修補させること。

ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。 

（4）代金の減額を請求すること。具体的な減額の額については甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（5）前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を

解除すること。この場合、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、  

これにより受けた利益を返還しないものとする。 

2  甲は、前項の措置のほか、乙に対し、契約物品の瑕疵により甲に生じた損害の賠償を求めること

ができる。 

3  第１項に定める期間を経過した後であっても、契約物品の瑕疵が重大であり甲に重大な影響を 

与える場合及び当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失に基づく場合には、第1項の規定を準用する。 

4  第1項に定める期間を経過した後であって、前項の規定に該当しない場合であっても、甲が乙に

対し、第1項第1号から第3号に定める措置を請求した場合、乙は協議に応ずるものとする。 

 この場合、その対価は甲乙協議して定めるものとする。 

5  乙は、契約物品の所有権が移転した後、甲に責ある事由により契約物品が損傷した場合、乙は  

その瑕疵につき、何らの責任を負わないものとする。  

〔契約保証金の返還〕 

第19条 甲は、第12条第1項の規定による契約解除の場合及び契約履行済の際は、乙の保証金返還  

請求書を受理した日から起算して10日以内に契約保証金を乙に返還するものとする。 

〔協議〕 

第20条 この契約について、疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものと 

する。 

〔合意管轄〕 

第21条 本契約に関連して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の  

専属的管轄裁判所とする。 

 

 

 

 



上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するもの

とする。 

 

令和  年  月  日 

 甲 住所 札幌市中央区北1条西5丁目 

  氏名 日本赤十字社北海道支部 

       事務局長 渡辺 明彦  印 

 

 乙 住所 

  氏名 

 

（注1） 第6条第2項及び第15条に記載の割合については、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の

率を定める告示（昭和24年12月12日大蔵省告示第991号）」に定められた割合が改正された 

場合、同割合を適用することができる。 

（注2） 第8条については、本契約による予定価格が100万円を超える随意契約の場合に適用する  

ものとし、100万円以下の随意契約又は一般競争及び指名競争入札による契約である場合、

省略することができる。 

(注)3  第12条第3項の違約金の設定については、契約内容等を勘案して、省略することができる。 

 


